
芳賀町国民健康保険・後期高齢者医療保険
人間ドック・脳ドック補助金制度

問健康増進課成人保健係☎028（677）6042

平成30年度からスタート
はが地区あんしんネット

はが地区あんしんネットの利用イメージ

（芳賀町障害者緊急一時支援事業）
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対象は？

どんなときに
利用するの？

何をして
くれるの？

・サービス利用計画の中にショートステイ利用が含まれている人は、ショートステイ利用が優先に
　なります。
・施設の空き状況によっては、希望の施設を利用できない場合があります。
・ショートステイにかかる費用のうち、食事代および入浴などの生活費は全額自己負担になります。
・状況によっては、他の障害福祉サービスを優先し、本事業の対象外になる場合があります。

①まず利用者登録

相談しながら申請書を記入

②登録申請書を記入して登録完了

≪登録をするときの連絡先≫
【障害福祉サービスを利用中の人】
　・担当の相談支援専門員
【それ以外の人】
　・芳賀郡障害児者相談支援センター
　 ☎0285（81）6565
　・町福祉対策課福祉係

緊急事態が発生したら

すぐに連絡

状況を確認し、より良い
方法を検討

≪利用するときの連絡先≫
【障害福祉サービスを利用中の人】
　・相談支援事業所（指定特定･指定一般)
【それ以外の人】
　・芳賀郡障害児者相談支援センター
　 ☎0285（81）6565
　・町福祉対策課福祉係
【夜間・土日祝祭日のとき】
　・障害者虐待防止センター
 　（美里学園☎0285（72）8483）

一時的な受け入れ（ショートステイ）を実施

問福祉対策課福祉係☎028（677）1112

障がいのある人を介護しているご家族です。

芳賀地区の障害福祉施設で一時的な受け入れ（ショー
トステイ）を実施します。

緊急でやむを得ない理由により介護することができ
なくなり、障がいのある人が自宅で生活することが
困難になった場合に利用できます。

　障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように｢はが地区あんしんネット」
を新たに開始しました。


